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提案基準１３「既存工場の事業の質的改善」提案基準１４「インターチェンジ周辺等における特定流通業務施設又は工場」 法３４条１４号提案基準２１「既存建築物の再活用」 令３６条１項３号ホ提案基準２５「工業系ゾーンに位置づけられた区域内の工場」及び提案基準３１「工業地域等の周辺における工場建設」における工場の定義◎ 立地基準編第２章第１２節［審査基準 ２］提案基準１３（P74・P75）提案基準１４（P76～P78）提案基準２１（P88～P90）提案基準２５（P96・P97）提案基準３１（P107・P108）提案基準１３、１４、２１、２５及び３１にいう「工場」とは、次のいずれかに該当するものをいう。１ 日本標準産業分類（大分類）の製造業に分類されるものの工場施設２ 日本標準産業分類（大分類）のサービス業のうち、自動車整備業、機械等修理業等の工場施設３ 日本標準産業分類（大分類）の生活関連サービス業、娯楽業のうち、洗濯業の工場施設（参考）・ 用途変更の取扱い（本編P111・P112）の中で「工場の範囲は、日本標準産業分類（大分類）建設業の全部、製造業の全部、サービス業のうち自動車整備業、機械等修理業等の工場、生活関連サービス業、娯楽業のうち洗濯業の工場とする」とあるが、建設業については「主として注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所が分類される」ものであり、事業所とは「本店、支店又はその他の事務所で常時建設工事の請負契約を締結する事務所あるいは建設工事の現場を管理する事務所」と定義づけられているため、本提案基準の「工場」の概念にそぐわないことから、本提案基準では「工場」に該当しないものとする。ただし、主な業務が建設業であっても、附属建築物として製造業にあたる建築物がある場合は、一律に「工場」に該当しないとはみなさず、個別具体的に検討する。・ 産業分類（大分類）のサービス業のうち中分類「廃棄物処理業」に係る事業所はごみ焼却場、汚物処理施設等と同様、「供給処理施設」であって「工場」に該当しない。


